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指名停止措置の概要 

１ 指名停止措置業者名及び住所 

指名停止措置業者 住所 

株式会社中村建設 東京都足立区六木１－２－１０ 

 

２ 指名停止措置期間 

令和５年６月８日～令和５年８月７日（２ヵ月） 

 

３ 指名停止措置の範囲 

  官庁営繕部の発注する工事 

 

４ 事実概要 

株式会社中村建設は、東京都内の公共工事において、建設業法第２２条第１項の規定に違反し
て、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。また、建設業法第２６条
第２項の規定に違反して、当該工事現場に監理技術者を配置しなかった。さらに、事実と異な
る下請内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 
この件について、同社は建設業法第２８条第３項に該当するとして、令和５年３月２８日、東京

都知事より監督処分（営業停止３７日間）を受けた。 

 

５ 指名停止措置理由 

  上記４は、「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第１３号（建

設業法違反行為）に該当すると認められる。 

 

＜官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領＞ 

別表第２第１３号 

措置要件 期間 

（建設業法違反行為） 

１３ 官庁営繕部が所管する区域内において、建設業法（昭和24年

法律第100号）の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不

適当であると認められるとき（次号に掲げる場合を除く。）。 

 

当該認定をした日から 

１カ月以上 9カ月以内 

 

 


